
　

市
は
、
昨
年
度
に
『
下
水
道
事
業
経
営

戦
略
』
を
策
定
し
、
そ
の
内
容
に
基
づ
い

て
、
下
水
道
使
用
料
の
改
定
の
必
要
性
に

つ
い
て
検
証
し
た
結
果
、
平
成
33
年
度
に
、

資
金
不
足
が
生
じ
る
見
込
み
と
な
り
、
平

成
40
年
度
ま
で
の
累
積
不
足
額
は
11
・
75

　

昨
年
12
月
以
降
、
利
用
者
の
代
表
や
専

門
的
知
識
を
も
つ
方
に
意
見
を
伺
う
た
め
、

　

市
は
、
『
下
水
道
事
業
運
営
審
議
会
』

か
ら
の
意
見
や
住
民
説
明
会
の
開
催
結
果

を
踏
ま
え
て
、
下
水
道
使
用
料
の
引
き
上

げ
に
つ
い
て
、
最
終
的
な
検
討
を
行
い
ま

し
た
。

　

こ
の
う
ち
、
審
議
会
の
意
見
に
つ
い
て

は
、
経
費
削
減
や
情
報
共
有
に
関
し
て
、

さ
ら
な
る
取
り
組
み
を
求
め
つ
つ
も
、
下

億
円
に
上
る
見
込
み
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

下
水
道
使
用
料
を
引
き
上
げ
ざ
る
を
得
な

い
と
考
え
、
改
定
原
案
を
ま
と
め
ま
し
た
。

連
合
町
内
会
や
消
費
者
協
会
な
ど
の
市
内

各
団
体
、
日
本
工
学
院
北
海
道
専
門
学
校

の
先
生
、
公
認
会
計
士
の
方
に
参
加
し
て

い
た
だ
き
『
下
水
道
事
業
運
営
審
議
会
』

を
開
催
し
、
３
回
に
わ
た
っ
て
下
水
道
使

用
料
の
改
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
審
議
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
１
月
に
は
利
用
者
で
あ
る
市
民

の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
意
見
を
伺
う
た
め
、

市
内
３
カ
所
で
住
民
説
明
会
を
開
催
し
、

市
の
考
え
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
多
く

の
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※�

質
問
内
容
や
審
議
会
の
結
果
に
つ
い
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
過
去
の
広
報

の
ぼ
り
べ
つ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

水
道
使
用
料
の
引
き
上
げ
自
体
は
や
む
を

得
な
い
と
す
る
内
容
で
し
た
。

　

ま
た
、
住
民
説
明
会
に
お
い
て
も
、
さ

ま
ざ
ま
な
ご
質
問
は
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

下
水
道
使
用
料
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
一

定
の
理
解
が
得
ら
れ
た
も
の
と
判
断
し
ま

し
た
。

　

こ
の
た
め
、
市
は
、
当
初
ま
と
め
た
改

定
原
案
の
と
お
り
、
平
成
３０
年
１
月
１
日

か
ら
、
下
水
道
使
用
料
の
引
き
上
げ
を
行

う
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
（
市
街
地
以
外

の
地
域
で
実
施
し
て
い
る
『
個
別
排
水
処

理
施
設
事
業
』
（
市
が
各
世
帯
に
浄
化
槽

を
設
置
す
る
事
業
）
の
使
用
料
に
つ
い
て

も
、
下
水
道
使
用
料
と
同
様
に
改
定
）
。

こ
れ
ま
で
の
経
緯

審
議
会
と
住
民
説
明
会
の
開
催

下
水
道
使
用
料
の
改
定
に

関
す
る
市
の
方
針

水道の使用量 改定後の金額【改定前】
基本料金 ８㎥までの水量 1,520円【1,320円】

超過料金
（１㎥につき）

８㎥を超え
50㎥までの水量 195円【170円～175円】
50㎥を超える水量 208円【180円】

※公衆浴場用については改定ありません。

改　定　案

使用料の引き上げによる影響額（１カ月の汚水排除量で計算）

今後について

問
い
合
わ
せ

下
水
道
グ
ル
ー
プ

�

（
☎
�
９
０
５
２
）

下
水
道
使
用
料
の
改
定
に
つ
い
て

～
使
用
料
改
定
に
関
す
る
市
の
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
～

　市では、決定した方針により使用料改定を行うため、
本年６月開催予定の市議会第２回定例会に、下水道条
例の改正案を提案する予定です。市議会で改正案が議
決された場合には、平成30年１月１日から、下水道使
用料の引き上げを実施する予定です。
　改正案が市議会で議決され、使用料改定が決定した
際には、広報のぼりべつや住民説明会を通じて、決定
した内容などの情報提供に努めてまいります。

改定時期　　平成30年１月１日
平均改定率　�14.88％（１カ月の汚水排除量20㎥の

一般家庭の改定率）
改定後の料金表（一般用）

30㎥の一般家庭【756円増／月】�（改定前）　5，518円
　　　改定率１３.7０％� （改定後）　６,２7４円

20㎥の一般家庭【540円増／月】�（改定前）　3，628円
　　　改定率１４.88％� （改定後）　４,１６8円

15㎥の一般家庭【405円増／月】�（改定前）　2，710円
　　　改定率１４.９４％� （改定後）　３,１１５円

13 下水道使用料の改定について


